
ポ
イ
ン
ト
交
換
申
請
は
お
早
め
に

　
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

で
は
、
高
齢
者
の
健
康
づ
く
り
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
社
会
参
加

を
促
進
し
、
健
康
維
持
や
介
護
予

防
へ
の
取
り
組
み
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
「
高
齢
者
元
気
度

ア
ッ
プ
・
ポ
イ
ン
ト
事
業
」
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

自
身
の
健
康
づ
く
り
の
た
め
の

活
動
や
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な

ど
を
行
っ
た
際
に
ポ
イ
ン
ト
が
付

与
さ
れ
、
年
間
２
０
０
０
円
を
上

限
と
し
て
商
品
券
に
交
換
し
ま
す
。

　

個
人
の
ポ
イ
ン
ト
交
換
申
請
期

限
は
、
2
月
末
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
。
お
近
く
の
か
た
に
も
声
を

か
け
て
い
た
だ
き
、
早
め
の
申
請

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

申
請
書
に
は
印
鑑
が
必
要
で

す
。
窓
口
ま
で
申
請
に
来
ら
れ
る

か
た
は
忘
れ
な
い
よ
う
に
お
願
い

し
ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
（
86
）
１
１
５
３
［
直
通
］

司
法
書
士
無
料
法
律
相
談
会
開
催

　

鹿
児
島
県
司
法
書
士
会
で
は
、

県
民
の
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
窓
口

と
し
て
「
司
法
書
士
法
律
相
談
セ

ン
タ
ー
」
を
設
置
し
、
次
の
と
お

り
司
法
書
士
に
よ
る
「
無
料
法
律

相
談
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

予
約
は
不
要
な
の
で
、
当
日
直

接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
日
時

　

平
成
31
年
１
月
26
日
（
土
）

　

午
後
１
時
～
５
時

○
場
所
＝
町
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

○
相
談
受
け
付
け
内
容

　

相
続
、
離
婚
、
貸
金
、
借
金
整

理
な
ど
法
律
問
題
に
関
す
る
相
談

並
び
に
裁
判
の
支
援

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
司
法
書
士
会

　

☎
０
９
９
（
２
５
６
）
０
３
３
５

　
法
定
調
書
提
出
は
１
月
31
日
ま
で

　

給
料
、
報
酬
、
不
動
産
の
使
用

料
な
ど
を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、

源
泉
徴
収
票
や
支
払
調
書
な
ど
の

法
定
調
書
（
一
部
を
除
く
）
を
１

年
間
の
支
払
い
分
を
取
り
ま
と
め

て
税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
中
の
支
払
い
に
係
る

法
定
調
書
の
提
出
は
、
平
成
31
年

１
月
31
日
（
木
）
ま
で
と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
正
確
に
記
載
し
、

期
限
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入
に

よ
り
、
法
定
調
書
の
提
出
義
務
者

（
支
払
者
）
は
、
原
則
と
し
て
金

銭
な
ど
の
支
払
い
を
受
け
る
か
た

お
よ
び
支
払
者
な
ど
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
ま
た
は
法
人
番
号
を
記
載
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

法
定
調
書
の
種
類
ご
と
に
、

前
々
年
に
提
出
す
べ
き
で
あ
っ

た
当
該
法
定
調
書
の
枚
数
が

１
０
０
０
枚
以
上
で
あ
る
法
定
調

書
に
つ
い
て
は
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ま

た
は
光
デ
ィ
ス
ク
な
ど
に
よ
る
提

出
が
義
務
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

提
出
に
つ
い
て
、
不
明
な
点
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
税
務
署

　

☎
０
９
９
６
（
62
）
０
２
０
０

小
型
船
舶
免
許
更
新
講
習

　
小
型
船
舶
免
許
の
更
新
講
習

を
開
催
し
ま
す
。

○
期
日
・
時
間

　

平
成
31
年
１
月
12
日
（
土
）

　

受
付　

午
前
10
時
～
10
時
20
分

　

講
習　

午
前
10
時
30
分
～

○
場
所

　

町
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

　

３
階
大
会
議
室

○
対
象

　

有
効
期
限
が
１
年
２
カ
月
以
内

に
切
れ
る
免
許
証

○
当
日
持
参

　

①
操
縦
免
許
証
②
認
印
③
料
金

　

④
住
民
票（
本
籍
記
載
の
も
の
）

　

※
住
所
記
載
の
無
い
免
状
の
場

　

合
ま
た
は
記
載
事
項
に
変
更
が

　

あ
る
場
合

○
料
金
・
講
習
時
間

　

更
新
＝
９
千
円
（
１
時
間
）

　
（
送
料
・
写
真
代
含
む
）

※
写
真
は
当
日
撮
影
し
ま
す
。

※
で
き
る
だ
け
事
前
に
予
約
し
て

く
だ
さ
い
。

※
当
日
は
、
視
力
検
査
も
実
施
し

ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

入
枝
海
事
事
務
所

　

☎
０
９
９
（
２
８
１
）
７
７
５
３

県
立
宮
之
城
高
専
入
校
生
募
集

　

木
工
、
建
築
大
工
の
技
術
技
能

の
習
得
を
目
的
と
し
た
入
校
生
を

募
集
し
ま
す
。

○
訓
練
科
目

　

室
内
造
形
科
、
建
築
工
学
科

○
受
付
期
限

　

平
成
31
年
１
月
11
日
（
金
）

○
応
募
資
格

　

①
室
内
造
形
科

　

義
務
教
育
修
了
程
度
以
上
。
平

　

成
31
年
３
月
に
高
等
学
校
ま
た

　

は
中
学
校
を
卒
業
見
込
み
の
か

　

た
を
含
む

　

②
建
築
工
学
科

　

高
卒
程
度
以
上
。
平
成
31
年
３

　

月
に
高
等
学
校
卒
業
見
込
み
の

　

か
た
を
含
む

○
選
考
日

　

平
成
31
年
１
月
25
日
（
金
）

○
選
考
方
法

　

筆
記
試
験
（
総
合
問
題
）、
面
接

○
合
格
発
表

　
平
成
31
年
２
月
４
日
（
月
）

○
応
募
手
続

　

応
募
書
類
は
県
内
各
高
等
学

校
、
職
業
安
定
所
、
県
地
域
振
興

局
窓
口
、
役
場
な
ど
に
あ
り
ま

す
。

　

詳
し
く
は
本
校
募
集
案
内
・

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
立
宮
之
城
高
等
技
術

12月は
　町県民税（4期）
　国民健康保険税（6期）
　介護保険料（6期）
　後期高齢者医療保険料（6期）　の納付月です。

『納付期限は 12 月 28 日（金）』

専
門
校

　

☎
０
９
９
６
（
53
）
０
２
０
７

放
送
大
学
入
学
生
募
集

　
放
送
大
学
で
は
、
平
成
31
年
４

月
入
学
生
を
募
集
し
ま
す
。

　

10
代
か
ら
90
代
の
幅
広
い
世

代
、
約
９
万
人
の
学
生
が
さ
ま
ざ

ま
な
目
的
で
学
ん
で
い
ま
す
。

　

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・

文
学
・
情
報
・
自
然
科
学
な
ど
約

３
０
０
の
幅
広
い
授
業
科
目
が
あ

り
、
１
科
目
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

全
国
に
学
習
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ

れ
て
お
り
、
サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど
の

学
生
の
交
流
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い

ま
す
。
お
気
軽
に
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

○
出
願
期
間

　

・
１
回
目　

　

平
成
31
年
２
月
28
日
（
木
）
ま
で

　

・
２
回
目

　

平
成
31
年
３
月
１
日
（
金
）
か

　

ら
３
月
17
日
（
日
）
ま
で

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

放
送
大
学
鹿
児
島
学
習
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
９
（
２
３
９
）
３
８
１
１

　町では、12 月を「町税完納月間」と定め、町
税の確保に努めています。
　軽自動車税、固定資産税、町県民税、国民健康
保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納
付は 12 月 28 日（金）が最後の納付期限となり
ます。
　各納付期限が未納となっているかたは早めの納
付をお願いします。
　口座振替のかたは 25日（火）が振替日なので、
預金残高の確認をお願いします。
　税金は、私たち町民が豊かで安心した暮らしを
送るための社会共通の会費です。税に対するご理
解とご協力をお願いします。

Tax ews

◎問い合わせ先
　役場税務課　☎（86）1172［直通］

町税の年内完納にご協力ください！ ～ 12月は町税完納月間～
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